
2024年度中に麻しん・風しんの
定期予防接種を受けられなかった方へ

問 保健予防課  ℡0299-92-0141

予防接種費用の一部を助成
帯状疱疹ワクチン予防接種

助成額など

接種方法＝接種を受けるには、事前に
協力医療機関への予約が必要です。
　同封の協力医療機関一覧をご確認く
ださい。
　　　　　
※�協力医療機関以外で接種を受ける場合は、事前申
請が必要です。詳しくはお問い合わせください

　2025年度から帯状疱疹ワクチン予防接種が、高
齢者などの重症化予防を目的とした定期接種となり
ます。接種を希望する方は、制度内容やワクチンの
効果をよくご確認いただいた上で、接種をご検討く
ださい。

接種期限＝2026年3月31日
対象
●�今年度65・70・75・80・85・90・95・100歳に
なる方
●100歳以上の方（2025年度のみ対象）
●60～64歳で、免疫不全により身体障害者手帳1
　級に認定されている方
5月下旬ごろ、対象者全員に予診票を郵送します。

（60歳の方は、60歳を迎えた翌月上旬に郵送）
5月中旬以降に転入された方はお問い合わせください

ワクチン 接種回数 助成額 自己負担の目安
不活化（組換え）
ワクチン
（シングリックス）

2回（2カ月
の間隔をあ
けて接種）

1回あたり
6,000円

1回あたり
16,000円程度

生ワクチン
（ビケン） 1回 3,000円 6,000円程度
※ワクチンは2種類あります
※接種費用は医療機関によって異なります
※�生活保護受給者で定期接種対象者の方は、全額公費負
担となります

詳しくは
コチラ

　次の条件に該当する対象者に対し、
4月末までにはがきを送付していま
すので、お手元の予診票と一緒に持
参して、予防接種を受けましょう。
接種可能な期限＝2027年3月31日

公費で受けられる期間の延長
　2024年度中に生じた麻しん風しん（MR）混合ワクチンの出荷停止などの影響により、麻しん風しん混合
ワクチンの第1期、第2期および風しん第5期の定期接種対象者で、2024年度末までに予防接種を受けるこ
とができなかった方のうち、以下の条件に該当する対象者については、特例的に定期接種として予防接種を
受けられる期間を2年延長することになりました。

接種方法＝はがき、予診票、母子健康手帳を持参し接種（風しん5期ははがきと本人確認書類）。接種を受け
るには、事前に協力医療機関への予約が必要です。予診票に同封の協力医療機関一覧をご確認ください。風
しん第5期（成人男性）の予診票は協力医療機関で入手してください
※�紛失などにより予診票などがお手元にない場合は、再発行の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせく
ださい

区分 対象者
MR混合
第1期

2022年4月2日～2023年4月1日生まれの方で、ワクチン不足
などの理由でMR混合第1期の予防接種を完了できなかった方

MR混合
第2期

2018年4月2日～2019年4月1日生まれの方で、ワクチン不足
などの理由でMR混合第2期の予防接種を完了できなかった方

風しん
第5期

1962年4月2日～1979年4月1日生まれの男性で、2025年3
月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体
が不十分であったと認められる方で、ワクチン不足などの理由
で風しん第5期の予防接種を完了できなかった方
※�クーポン券を使用せずに抗体検査を実施した方は、保健予防
課にお問い合わせください

詳しくはコチラ

MR混合
（麻しん・風しん）

予防接種

風しん
（成人男性）
予防接種

空 家 体 支き 解 を 援

　周辺に危険を及ぼす可能性があり、利活用が難しい危険な空き家の解体費用の一部を補助します。
�対象者の要件や申請方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

対象の空き家
●�市内において1年以上空き家となっている個人所
有の住宅
●�事前調査で「管理不全状態の空き家等」「不良住宅」
または「特定空き家等」と判定された建物
●�法令違反がなく建築されていて、かつ公共事業に
よる補償対象でない空き家

補助対象
●�空き家の本体・設備・基礎などの解体工事費およ
び廃材処分費
●�塀・車庫・物置などの解体工事費、廃材処分費など
※家財道具処分費は対象になりません
※�対象となる工事は、市内に本店・支店・営業所があ
る法人または個人事業主がおこなうものに限ります

受付期間
5月9日（金）～11月28日（金）
※�予算の上限に達した場合は、受け
　付けを終了する場合があります
手続きの流れ

補助金額
●�管理不全状態の空き家等：対象経費の2分の1（上
限50万円）

●�不良住宅：対象経費の2分の1（上限70万円）
●�特定空き家等：対象経費の2分の1（上限100万円）

①事前調査を
　申請

②市が調査を
　実施

③工事の開始前に
　補助金を申請

申・問 住宅政策課  ℡0299-95-6595空き家解体支援事業補助金

申・問 住宅政策課  ℡0299-95-6595住まい安心リフォーム補助金
　外壁や屋根などのリフォーム工事費の一部を補助します。

主な対象要件
●市内に1年以上在住していること
●建築後10年が経過している住宅
●�1981年6月1日以降に着工されている住宅
受付期間
5月12日（月）～7月11日（金）
※�予算の上限に達した場合は、受け付けを終
了する場合があります

補助対象工事
●�外壁工事（張り替え・張り増し・塗装・防
水・補修）
●�屋根工事（葺き替え・塗装・防水・補修）

その他関連工事
給水配管・排水配管・雨樋

どい
の改修、断熱サッシ・断熱扉（玄

関扉）への改修
※�対象となる工事は、市内に事業所を有する個人事業主また
は市内に本店、支店もしくは営業所を有する法人がおこな
うものに限ります

補助金額=補助対象工事費の10％（上限10万円）
補助申請の流れ

※�対象要件や申請に必要な書類などの詳細は、
　市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください

補助金の
交付申請

補助金の
交付決定

工事着工
～完了

補助金
の請求

外壁または屋根の工事と併せておこなう場合に
補助対象とします
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